
令和５年度　一般会計歳出 15 款 8 項 2 目 13 節

工事完了年月日

期　間

令和11 年９月28日　 まで

横浜市鶴見区矢向三丁目８番１号

・仮設校舎等の設置工事

・仮設校舎等の賃貸借

・仮設校舎等の解体工事

矢向小学校建替えにおいて、令和６年度以降に予定している既存校舎

解体工事に先立ち、工事中も学校運営を継続させるために

仮設校舎の賃貸借契約を行います。

令和6年3月15日

令和５年１月24日　提出

理 由

矢 向 小 学 校 仮 設 校 舎 賃 貸 借件 名

設 置 場 所

概 要

設　　　　計　　　　書
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数量 単位 備考

1 式

1 式

1 式

1 式

10%

横浜市教育委員会事務局

総　　　計

消費税相当額

Ⅲ.諸経費

Ⅳ.賃貸借料

計

直接工事費　科目別内訳書

名称 金額

Ⅰ.設計・監理費

Ⅱ.仮設校舎設置解体工事
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数量 単位 備考

1
1

式
式

1
1

式
式

1 式

1 式

横浜市教育委員会事務局

合　　　計

　　　　　　　　　計

Ⅲ.諸経費
諸経費（現場管理費、一般管理費、公租公課含む）

　　　　　　　　　計

Ⅳ.賃貸借料
賃貸借料

　　　　　　　　　計

Ⅱ.仮設校舎設置解体費
仮設校舎設置解体費
共通仮設費

　　　　　　　　　計

直接工事費　科目別内訳書

名称 金額

Ⅰ.設計・監理費
設計費（仮設許可、計画通知、手続含む）
工事監理費
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数量 単位 備考

1 式

1 式

1 式

直接工事費　科目別内訳書
Ⅱ.仮設校舎設置解体費

名称 金額

１．一期工事
　（仮設校舎、仮設渡り廊下、仮設倉庫）

２．二期工事
　（内部改修）

３．解体工事
　（仮設校舎、仮設渡り廊下、仮設倉庫）

横浜市教育委員会事務局

合　　　計
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数量 単位 備考

1 式

1 式

1 式

横浜市教育委員会事務局

合　　　計

電気設備工事

機械設備工事

直接工事費　科目別内訳書
Ⅱ.仮設校舎設置解体費　　　１.一期工事

名称 金額

建築工事
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数量 単位 備考

1 式

1 式

1 式

横浜市教育委員会事務局

合　　　計

電気設備工事

機械設備工事

直接工事費　科目別内訳書
Ⅱ.仮設校舎設置解体費　　　２.二期工事

名称 金額

内部解体改修工事



（消費税及び地方消費税相当額を含む）

年　度　月 支出割合（％） 支払金額　（円）

５年度 40.00

３月 40.00

６年度 10.00

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

７年度 10.00

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

８年度 10.00

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

９年度 10.00
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

2.50

矢向小学校仮設校舎賃貸借　支出割合

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50



１０年度 10.00
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

１１年度 10.00
４月
５月
６月
７月
８月
９月

合計 100.00

10.00

2.50

2.50

2.50

2.50



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

矢向小学校仮設校舎賃貸借仕様書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市教育委員会事務局教育施設課

 
 
 
 
 
 



1 
 

第 1 章 総 則 
１－１ 委託内容及び履行期限 
     仮設校舎の設計施工（法的手続き含む）、仮設校舎の賃貸借業務及び解体業務 
     契約締結日から令和 11 年 9 月 28 日 
     法定手続きとは下記内容を指す 
    (1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定される書面の提出 

(2) 建築士法第２４条の７の規定に基づく書面の提出 

(3) 建築士法第２２条の３の３の規定に基づく書面の提出 

(4) 測量業務（現況測量データは有）、平板載荷試験、建築計画、設計、図面作成及び仮設

校舎の建設に伴う官公庁等への手続き（建築基準法第 85 条第 6 項申請、建築基準法に規

定する建築確認申請、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、横浜市

福祉のまちづくり条例に適合、消防法等関係法令に規定する諸手続き等全て）を行なう。  
 
１－２ 工事概要書 

  設置場所 神奈川県横浜市鶴見区矢向３丁目８－１ 
  主要用途 校舎（仮設校舎）・器具庫・仮設渡り廊下 
  工事延床面積 校舎（約９５０㎡） 

器具庫（約２０㎡） 
渡り廊下（約２３㎡) 

  構造・規模 校舎（軽量鉄骨造 ３階建て） 
器具庫（軽量鉄骨造 平屋建て） 

               仮設渡り廊下（軽量鉄骨造 平屋建て） 
  用途地域 第一種住居地域 
  防火地域 準防火地域 
    ※賃貸借期間途中で、1 階家庭科室をキッズクラブ室へ改修する工事並びに費用を見込むこと。 
 
 １－３ 契約条件 
  使用期間 令和 6 年 3 月 15 日から令和 11 年 3 月 31 日まで 

※使用期間の短縮又は延長及びそれに伴う契約期間の変更については、別途協議とする。 
※使用期間終了後は、速やかに手続を行い、解体及び粗整地を行うこと。また、解体及び 
 粗整地にかかる費用は本契約に含む。 

 １－４ 適用範囲 
当該工事にあたっては、本仕様書及び図面、特記仕様書に記載してある事項による。それら

に記載されていない事項については、原則として受注金額の範囲内で市と協議し決定するも

のとする。 
 １－５ 作成図書 

設計にあたっては、関係法令を遵守すること。契約締結後、速やかに本仕様書及び特記仕

様書、図面に基づき、詳細設計、申請資料等の作成を行い、事前相談・許認可申請等の手続

きを受注者の責で完成させること。 
受注者が作成する一般的な設計図書（以下、「設計図書」という。）は、仮設計画図、建築

図、電気設備図、給排水衛生設備図、その他設備施工図、諸官庁提出図面（構造図、構造計
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画書、計画通知）、その他必要図書とする。 
 

 １－６ 使用材料等 
原則として工事に使用する材料は、特記仕様書に定める品質及び性能を有する新品とする。

なお、アスベスト含有建材の使用は禁止する。 
鉄骨製作にあたっては、品質確保の観点から自社工場での製作・整備・加工・出荷が可能

であり、自社工場である旨、証明する書類を提出すること。 
 １－７ 工事監理業務 
       受注者は工事監理者を任命し、計画通知に伴う建築基準法上等の着工前から完了までの検  

査及び諸手続きに関する以下監理業務を行う。また、以下の手続きについて写真を用いた書

類を提出すること。 
      (1) 着工前手続き 

      (2) 施工計画等の確認、検査確認等、監理月報の作成、施工中手続き 

      (3) 完了時手続き、検査立会等 
 １－８ 施工前協議 

  施工前に、設計図書を市に提出し、市と協議を行うこと。 
 １－９ 施工体制等 

工事に際しては、関連法令等を遵守した上で施工管理体制を確立し、仮設計画、工事工程等

について協議を行い、工程管理、安全対策、品質の確保等を適切に行わなければならい。ま

た、工事車両の搬入は、事前に近隣住民に周知し、トラブルのないよう努め、周辺住民等へ

の工事説明会開催時には必要な書類を作成し同席すること。 
 １－10 疑義 
  工事内容に疑義が生じたときには、市と協議を行い決定すること。 
 １－11 安全対策 

工事施工中の安全確保に関しては、関係法令を遵守し、「建設工事公衆災害防止対策要領」

に従い、工事の施工に伴う災害の防止に努めなければならない。また、工事に際しては、児

童及び近隣住民の安全を確保すること。 
 
 
第 2 章 施工計画 
 ２－１ 一般共通事項 

(1)  事前現場調査  ■可  □不可 
(2)  官公庁その他への届出 □市  ■受注者 

 ２－２ 仮設工事 
(1)  現場事務所   ■要  □不要 
(2)  工事用仮設トイレ  ■要  □不要 
(3)  工事用水   □支給  ■受注者負担 
(4)  工事用電力   □支給  ■受注者負担 
(5)  仮囲い   ■要  □任意（受注者が安全を確保） 
(6)  交通整理員   ■要  □任意（受注者が安全を確保） 

 ２－３ 土工事 
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(1)  GL は事前に高低差測量を行い協議の上決定する。 
(2)  建設発生土を含む発生材が生じた場合は、横浜市と協議の上、法に則って適切に処分する

こと。 
(3)  再生砕石の使用  ■可  □不可 
(4)  地質調査資料の有無  ■有   □無 

 受注者負担において平板載荷試験を実施し、構造耐力上必要な地耐力の確認及び不同沈下

がおきない旨等の検討を行うこと。また、地盤改良等が必要な場合は別途横浜市と協議

を行うこと。 
 ２－４ 本体工事 

(1)  コンクリート強度は設計強度２１N/mm2以上とする。 
(2)  床の積載荷重  ■建築基準法による □市構造基準による 
(3)  鉄骨製作工場の認定  □自社規定による ■要（ISO9001 認証） 

                            （書類提出 要） 
(4)  鉄骨錆止め塗装  ■建築工事標準仕様書を適用  □自社規定による 
(5)  「公共建築物構造設計の用途係数基準」における用途係数は 1.00 とする。 

２－５ 仕上工事 
(1)  外部仕上材仕様  □自社規定による ■図面の仕上げ表による 
(2)  内部仕上材仕様  □自社規定による ■図面の仕上げ表による 

２－６ その他 
(3)  地上障害物の処理  □指定場所に移設  □指定場所へ処分 

       □受注者の責任において処分 ■別途協議 
(4)  地中障害物の処理  □指定場所に移設  □指定場所へ処分 

       □受注者の責任において処分 ■別途協議 
(5)  セキュリティシステム □別途加入 ■非加入 
(6)  清掃契約   □有  ■無 
(7)  試験、製品検査  ■要（公共建築工事標準仕様書に準拠）□自社規定による 
(8)  ガス   ■要 □不要 
(9)  ケーブルテレビ  □別途加入 ■非加入 
(10)  プロバイダー（インターネット）■別途加入 □非加入 
(11)  避難器具     ■要（点検含む）□別途 
(12)  消防用設備   ■要   □別途 
(13)  昇降機   □要   ■不要 
(14)  受水槽   □要   ■不要 

 
第 3 章 設備 
３－１ 給水、排水、ガス、空調、電気、電話等を設置すること。 
３－２ 衛生器具等は事前に市と協議のうえ施工すること。 
３－３ 照明器具、コンセント位置及び弱電機器等は事前に市と協議のうえ施工すること 

 
第 4 章 雑 部 
４－１  仕上ユニット等は、図面、標準図を参照し製作図等を作成の上、納入・設置を行うこと。 
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４－２  案内板・室内板については、名称を確認のうえ製作すること。 
 
第 5 章 引渡検査 

５－１  受注者は工事が完了したときは、必要な許認可手続を経たうえで、その旨を市に通知しな 
ければならない。 

５－２  市は完了の通知を受けたときは、すみやかに確認の検査を行う。検査に合格しない場合、 
  受注者はその責において直ちに手直しを行い、再検査を受けるものとする。 
５－３  検査に合格したときは、市はすみやかに引渡しを受けるものとする。 
５－４  受注者は引渡し前に建物の内外にわたり十分に清掃を行うものとする。 
５－５  引き渡しに際し受注者は、完成図、維持保全に関する資料、引渡し品（貸与品）、目録、 

諸官庁届出書、その他必要書類を市に提出する。 
 
第 6 章 維持管理 
受注者は、賃貸期間中、必要な保守点検（法定点検）を行うものとする。市は物件を注意して維持管

理する義務を負う。各々費用負担する事項については次のとおりとし、その以外の事項については、

その都度協議により決定する。 
(1) 公租公課  □市  ■受注者 
(2) 火災保険  □市  ■受注者 
(3) 法定点検  ■市  □受注者 
(4) 各種消耗品 ■市  □受注者 
(5) 電気料金  ■市  □受注者 
(6) ガス料金  ■市  □受注者 
(7) 上下水道使用料 ■市  □受注者 
(8) 清掃    ■市  □受注者 
(9) セキュリティ ■市  □受注者 
(10) 保守点検  □市  ■受注者 

   （法定点検） 
第７章 工事上の疑義 
 工事内容に疑義が生じたときは市と協議を行い決定すること。 



 
 
 
 
 
 
 

矢向小学校仮設校舎賃貸借特記仕様書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市教育委員会事務局教育施設課 
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１ 建物概要 
(1) 名称  

矢向小学校仮設校舎 
(2) 設置場所 
    神奈川県横浜市鶴見区矢向３丁目８－１ 
(3) 構造規模等  

仮設校舎：軽量鉄骨構造 ３階建て 
仮設渡り廊下：軽量鉄骨造 平屋建て 
仮設器具庫：軽量鉄骨造 平屋建て 

(4) 敷地面積 
10,543.8 ㎡ 

(5) 建築面積 
仮設校舎：約３６０㎡ 
器具庫 ：約２０㎡ 
仮設渡り廊下：約２３㎡ 

(6) 延床面積  
仮設校舎：約９５０㎡ 
器具庫 ：約２０㎡ 
仮設渡り廊下： － ㎡ 

    
２ 一般共通事項 

 本工事は、この仕様書による他は原則「公共建築工事標準仕様書 建築工事編（最新版）」 （国

土交通省大臣官房官庁営繕部監修）、「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編（最新版）」 （国

土交通省大臣官房官庁営繕部監修）、「公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編（最新版）」 （国

土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準ずる。 
 
３ 建築工事 

(1)  直接仮設工事 
建築に係るやり方、墨出し・現寸型板、外部足場、安全手摺、防炎養生シート、養生、清掃後

片付け一式とする。 
(2)  土工事 

基礎工事等に係る既存舗装の解体、根切り、埋め戻し、残土処分、砕石地業一式とする。なお、

残土は、市担当者と協議の上、法に則って適切に処分すること。アスファルトはリサイクル処

分を行うこと。 
(3)  コンクリート工事 

基礎工事等に係るコンクリートの材料及び打設手間及び運搬費一式とする。 
(4)  型枠工事 

基礎工事等のコンクリート設置に係る型枠損料及び運搬費一式とする。 
(5)  鉄筋工事 

基礎工事等に使用する材料、加工手間、運搬費一式とする。使用するコンクリート用棒 D10 
  ～D16 については、SD295A、D19 以上は SD345 とする。 
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(6)  鉄骨工事 
鉄骨建物本体等に使用する鉄骨等の材料は工場加工費、運搬費、鉄骨建て方費、建て方に使用

する重機の損料、錆び止め塗装費等一式とする。なお、鉄骨断面等は構造計算により安全を確

かめるものとする。  

(7)  木工事 
    建具廻りの枠等一式 

(8)  金属工事 
    壁下地軽鉄、天井下地軽鉄、天井点検口及び切り込み補強一式とする。 

(9) 左官工事 
雑部のモルタル塗り等一式とする。 

(10) 外部建具工事 
外部に面する建具とその金物一式とする。原則、建具はアルミ製とする。なお、出入り口につ

いては鍵付きとする。外部に面する建具には、カーテンを設置すること。 
(11) 内部建具工事 

内部に面する建具とその金物一式とする。なお、普通教室、図工室、家庭科室、倉庫の出入り

口については鍵付きとする。 
(12) ガラス工事 

建具に使用するガラス、ガラスシーリング及びガラスクリーニング一式とする。原則強化透明

4ｍｍとし、一部協議により型板ガラスとする。 
(13) 塗装工事 

図面に記載のある仕様と同等以上の塗装一式とする。 
(14) 内装工事 

図面に記載のある仕様と同等以上の床、壁、天井、巾木、廻り縁材等一式とする。 
(15) 仕上げ・ユニット工事 

整備項目は図面に記載のある備品リスト内の工事区分の備品とし、必要に応じて転倒防止措置

を施すこと。各備品リストの仕様（寸法、材質、機能）は「横浜市小・中学校標準図 G95 型

12 改（Ｇ家具）（令和２年２月）」を参照のうえ、市と協議し決定すること。なお、キッズクラ

ブ、図工室については添付の図面を参照すること。 
普通教室には着替え用の間仕切カーテンを教室中央に設けること。 

(16) その他 
解体時については、現況復旧、整地は粗整地とする。 
本建物で使用する材料は原則規制対象外又はＦ☆☆☆☆とするとともにアスベスト非含有と

する。 
建具には原則として指挟み防止の措置を行うこと。 
横浜市福祉のまちづくり条例の整備基準に適合するよう整備すること。 
施工完了後、「横浜市建築局所管工事揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定マニュアル」

に従い VOC 測定を行い、報告書を提出すること。 
４ 電気設備工事 
  電気設備工事の実施設計における性能基準及び性能技術基準は、原則として「建築設備設計基準（国

土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 最新版）」（以下「設計基準」という。）に準拠し、

次の設備を施設すること。 
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  なお、原則として電線、ケーブル類はエコケーブルとする。 
(1) 電力引込設備 
 ア 仮設校舎の電気引込み先は、横浜市と協議の上決定すること。 
 イ 高圧引込みが発生する場合については、波及事故防止装置付き区分開閉器を設置すること。 
(2) 受変電設備 

   ア 受変電設備は既存キュービクルの改修または仮設用屋外キュービクル式等を想定している。

（消防認定品、ただし消防との事前協議により承諾を受ければ消防認定同等品でもよい）。 
 イ 受変電基礎を耐震震度 1.0G 以上とすること。 
 ウ 設置場所は市担当者と協議の上で設置すること。 
 エ キュービクル式屋外受変電設備を設置する場合はネットフェンス H1800 以上で関係法令に

従うかたちで囲うこと。 
 オ トランスの騒音、振動に配慮すること。 
(3) 幹線設備 

   ア 仮設校舎の電灯までの配管・配線及び機器の取付け一式とする。 
   イ 幹線は人が触れないよう敷設すること。 

ウ 電灯分電盤のうち消防設備用電源、機械警備用電源等の特定遮断器は配線用遮断器で整備で  
  きるものとすること。 

   エ 漏電火災警報器は、消防関係法令に基づき設置対象となった場合のみ整備すること。 
(4) 動力設備・電灯・コンセント設備 
 (動力) 
 ア 各階空調、衛生、消火機器等への電力供給のため、動力盤を設置し、二次側配線工事を行う 
   こと。 
 (電灯・コンセント) 
 ア 各階に分電盤、各室に配電盤を設けること。 
 イ 屋外、水回りに設置するコンセント回路用分岐開閉器は ELB とすること。 
 ウ 標準図により必要諸室にコンセントを設けること。また、位置に関しては市 

担当者と協議の上決定する。 
  
 エ 屋外、水回りに設置するコンセントは防水仕様とすること。 
 オ コンセントは口数を満たすと共に、調査の上容量を満たすこと。 
 カ 電灯等スイッチ類は各室、昇降口、廊下等適切な箇所設置すること。 

   キ 照明器具の設置箇所は、建物内、玄関周り及び屋外動線付近の外壁とし、屋外動線の照度が

外壁灯では不十分な場合、別途外灯または、投光器を設置して、夜間の照度を確保すること。

また、スイッチ類は居室、昇降口、廊下等で適切な箇所設置すること。 
 ク 請負者は、接地抵抗・絶縁抵抗・照度測定、作動試験等の必要な各種試験測定を行い、報告 
   書にまとめて提出すること。 
 ケ 照度基準については、ＪＩＳ基準及び設計基準に準拠するものとするが、概ねの設計照度 

は次のとおりとする。 
(ア) 教室    ： ５００ｌｘ以上 
(イ) 玄関、廊下、トイレ等 ： １００ｌｘ以上 

   コ 照明器具については、ランニングコスト削減を図るため LED 照明とする。また、日常の教
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育に支障がないよう必要な台数を設置すること。 
 

(5) 電話設備 
   ア MDF から各諸室までの配管・配線を行うこと。 

 イ 必要に応じて関係機関と協議を行うこと。 
(6) テレビ共聴設備 
 ア 放送室からの映像がテレビ設置室にて視聴可能とすること。 
(7) 情報通信用配管・配線設備 
 ア 職員室から各居室まで光ケーブル用配管・配線を行うこと。 
 イ 工事は市担当者及びその指定業者と充分に協議を行うこと。 
 ウ 今回の仮設校舎建設に伴い、必要となる居室の LAN 設備として、インターネット環境へ 

接続できる設備（配線等）一式を敷設すること。 
(8) 防災設備 

    防災設備は法令に基づき施設すること。 
(9) 放送設備 
 ア 既存校舎からの一般放送が可能なように、配線、配管を行うこと。 

   イ 各居室及び廊下にスピーカー設置し、配線・配管を行う。 
(10) インターホン設備 
ア キッズクラブ用の親機をあらかじめ 1 期工事にて見込んでおくこと。 
イ キッズクラブ用の位置、仕様は施設管理者及び市担当者と協議の上決定する。 
ウ 既存門扉にあるインターホンと親機の接続を行う。 

(11) 機械警備設備 
ア 機械警備設備配線用の空配管設置を行う。 
イ 工事は市担当者及びその指定業者と充分に協議を行うこと。 

(12) 電気錠設備工事 
ア キッズクラブ用の電気錠制御盤の設置及び既存門扉にある電気錠との接続を行う。 

(13) その他 
その他関係法令等で設置義務が生じる設備については、本工事において施設すること。 

5 給排水設備工事 
(1) 給水・給湯設備 
ア 給水設備は既存校舎からの分岐または、新規取り出しを想定している。 
イ 水道メーター設置は本工事とすること。 
ウ ガス給湯形式により、各必要諸室への給湯設備及び配管を行うこと。 
エ 給水配管は HIVP 管、給湯管は HL 管とし、原則保温を設置する。 
オ 水道管は増圧直結方式とする。 

   カ 手続に要する費用および申請事務費、水道加入金は本工事に含むものとする｡ 
   キ 給水設備の工事は、神奈川県県営上水道条例に基づいた設計を行い、申請及び施工は「指定 
     給水装置工事事業者」が行うものとする。 

(2) 排水・通気設備 
ア 汚水排水は、既存汚水桝に接続する｡ただし、現地調査の上、既存排水管及び公設桝が利用  
  不可の場合、必要に応じて新設する。 
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イ 契約終了時には、現状に復旧すること。 
ウ 下水道本管との接続は、自然流下を原則とするが、構造的に不可能な場合は、中継用汚水槽 
  を設けポンプによる排水も可とする。 
エ 原則、配管種は VP 管とすること。 

   オ 汚水･排水管の必要な箇所には有効な通気管を設け、３階まで立上げて外部まで開放する。 
   カ 汚水・排水設備の工事は、横浜市下水道条例に基づいた設計を行い、申請及び施工は「下水 
     道指定工事店」が行うものとする。 
   キ 手続に要する費用および申請事務手数料は工事に含むものとする｡ 

(3) 雨水排水設備 
    竪樋からの雨水を桝で受け、雨水設備（側溝等）に接続する｡ 

(4) 衛生器具設備 
 ア 各階、各部必要な箇所に手洗所を設ける。（別図による） 
 イ 大便器、小便器は節水型とすること。 

   ウ 各手洗所の水栓形状はレバー水栓とする。 
   エ 紙巻器は各便器に２箇所設置すること。 
   オ 手洗所には洗面器、水石鹸入れを設置すること。 
   カ 手洗所前には流し台を設けること。 
6 空気調和設備工事 

(1) 空調調和設備 
ア 標準図に伴う必要諸室に仮設の空冷ヒートポンプエアコン(リース)を設置する。 
イ 仕様は新冷媒・天井吊型・インバーター形式とする。 
ウ 能力は各室で冷房 200[W/㎡]以上、暖房 220[W/㎡]以上とし、能力上不足となる恐れ 
  のある箇所に関しては設備を上げるなど考慮すること。 
エ 室外機はガード付きとし、外部に設置すること。さらに、児童が直接手を触れることが可能

な場所に室外機を設置する場合は防護フェンス等を設置すること。 
オ リモコンは教室内入口付近の学校が指定する場所に設置する。 
カ 冷媒管の保温厚さはガス管 20 ㎜以上、液管 10 ㎜以上とする。 

(2) 換気設備 
   ア 各居室必要箇所に換気扇を設けること。 
   イ ３階天井裏には夏季の熱射対策として、屋根裏換気を確保すること。 
   ウ 換気扇の外部に雨等の吹込み対策を講じること。 
   エ 換気は 24H 換気に対応したものとすること。 
７ ガス設備工事 
 ア 都市ガスを引き込むこと。  
イ 家庭科室へ供給すること。  
ウ ガス会社の仕様とすること。 

8 消火設備 
  消火設備の設置については、所管消防署と十分協議し、必要な手続きを行うこと。 
9 外構その他工事 
 ア 仮設校舎建設に伴い、支障となる複合遊具・鉄棒（一部）・砂場の撤去・整地を行う。 
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10 解体工事 
 ア 仮設校舎建設前の原状に復旧すること。（範囲仕様は発注者と協議の上） 
 イ グラウンドは粗整地程度とする。 
11 リース備品の設置 
 ア 標準図を参考に実施設計段階で実地調査を行いリースで対応する備品について横浜市教育委員 

会、建築局、学校と十分に精査すること。精査の結果、不足する備品はリース対応とすること。 
 イ 設備機器に必要な電気・給排水・ガスの引きこみ・接続工事は本件に含むこと。 
 ウ リース備品の配置場所については各関係者と協議を行い決定すること。また、備品設置のため床

壁、天井内補強等を本工事に含むこと。 
12 キッズクラブの整備（2 期工事）（令和 7 年 3 月工事予定） 
 ア 外部に面したサッシには網戸を設置する。 
 イ モニター付きインターホン及び電気錠操作盤を学校用とは別に家庭科室内に設け、キッズクラブ

にて門扉からの呼び出しに応答及び門扉の開錠を可能とするために既存の門扉設置されている

インターホンと電気錠と接続すること。 
ウ 家庭科室にて使用した備品類は一部撤去とし、キッズクラブ用ロッカーを新設すること。(図面参  

照) 
 エ 家庭科室で利用した、流し台、洗濯パンはそのままキッズクラブでも使用することとする。 
 オ 家庭科室の備品撤去後のビス穴等の補修をおこなうこと。 
13 安全対策 
 ア 工事中は安全面における責任者を常駐させ、災害危険防止に対し十分な対策を考慮する 
   こと。 
 イ 仮設計画については安全に留意した仮設計画とする。 
 ウ 仮囲いは H2.0m 程度の万能鋼板とすること。また、南東側東門には車両ゲートとしてアルミ製

門扉を設置すること。(図面参照) 
 エ 仮囲い、車両ゲートは各関係者と協議を行うこと。 
 オ 工事車両の誘導及び歩行者、児童の安全に努めると共に、外周道路を汚さないよう工事 
   敷地内に鉄板等を敷設すること。(図面参照) 
 カ 本建物建設中は緊急連絡体制を確立し常時連絡可能にしておくこと。 
14 法令順守 
 ア 関係法令、指導通達及び計画通知等における指導を遵守すること。 
 イ 本建物は建築基準法 85 条 6 項の仮設建築物であるが、ロ-2）準耐火建築物の要件を満たすよう 
   施設計画をおこなうこと。 
 ウ 防火上主要間仕切り壁については、建築基準法 85 条 6 項における緩和対象がとして、本案件の 
   施設計画をおこなうこと。 
 エ その他、法令に関する部分で施工図と計画通知図が異なる場合は、計画通知図を優先と 
   すること。 
15 その他条件 
 (1) 建具 
   ア 2、3 階各室の外部建具は、転落防止のため窓下端を FL+1,200 以上の高さとすること。 
   イ 各教室の廊下側に欄間を設け、通風、換気及び採光に配慮すること。 
   ウ 出入口の扉は、全て管理用の鍵付きとすること。鍵の区分としては各関係者と協議の上、 
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    決定すること。 
  エ 各居室の窓にはカーテンの設置を行うこと。 
 (2) 安全配慮 
  ア 構造物、リース備品等は出隅部を面取りした形状とし、止むを得ず角状となる場合はコー 
    ナーガード部材等を設置すること。 

イ 耐久性に考慮し使用するデッキプレートについては厚 1.6、溶融亜鉛めっき仕上げとする。 
  ウ 各諸室の外部建具（窓）には、落下防止のため外れ留め対策を設置すること。 
  エ 内部引戸については、指詰め防止策を講じること。 
  オ 外部建具には戸当りや、指挟み防止等の安全対策を講じること。 
  カ 廊下とトイレ等の床は防滑性の材質とすること。 
  キ 安全上の配慮が必要と思われる箇所には開放制限を行うこと。 
 (3) その他 
  ア 仮設校舎建設のための仮囲いについては、市担当者と協議の上位置等を決定すること。 
    また、工事進捗に応じて、盛替えること。 
  イ 渡り廊下には、防砂・防雨に備えて、カーテン式の透過性のある養生シートを施工すること。 
  ウ 建物出入口（玄関、キッズルーム出入口等）には庇を設けること。 
  エ 建物を大きさは既存埋設管の関係や、敷地状況を考慮し、建物桁側寸法については、図面の寸

法を遵守すること。  
  オ 本仕様書に疑義が生じた場合、市担当者と協議の上決定する。 
  
     
  



 

室内空気中の化学物質の抑制に関する特記仕様書 

 

１ 建築材料等の使用制限の原則 

建築材料等の使用制限の原則は、以下のとおりとする。ただし、該当する材料がない等の事由に

より、本原則によりがたい場合の措置は協議による。 

(１) ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散する材料については、 

Ｆ☆☆☆☆とする。やむを得ず、Ｆ☆☆☆又はその同等品（旧JAS 又は旧JIS に 

おけるFco、Eco を含む．）とする場合は、あらかじめ市担当者の承諾を得ること。 

 対策をとる建築材料等 

・ 合板・木質系フローリング・構造用パネル・集成材・単板積層材・ＭＤＦ 

・ パーティクルボード・その他の木質建材 

・ 家具・書架・その他の什器等(合板類、接着剤及び塗料を使用する場合) 
・ ユリア樹脂板 

・ 壁紙 

・ 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート及び巾木等に使用する接着剤 

・ 保温材・緩衝材・断熱材 

・ 塗料 

・ 仕上塗材 

(２)トルエン、キシレン及びエチルベンゼン（以下「トルエン等」という。）を含有する 

塗料及び接着剤についてはトルエン等の含有量が少ない規格品とする。 

 対策をとる建築材料等 

・ 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート及び巾木等に使用する接着剤 

・ 塗料 

・ 溶剤 

(３)クロルピリホス、ダイアジノン及びフェノブカルブを含有しない非有機リン系の防 

腐・防蟻剤とし、加圧式防腐、防蟻処理等は工場で行い、十分に乾燥した後に現場に 

搬入する。 

 対策をとる建築材料等 

・ 木材保存（木材の防腐・防蟻処理）剤 

（４）フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない、難 

揮発性の可塑剤を使用している接着剤とする。 

 対策をとる建築材料等 

・ 壁紙用接着剤（規格品とする） 

・ 木工用接着剤 

 

２ 施工中の安全管理 

 接着剤及び塗料の塗布に当たっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾 

燥時間をとるものとする。また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発 

散した化学物質等を室外に放出させる。 

 

 



 
 

 

３ 測定   

次により、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、市担当者に報告する。 

  ・ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド 

※ ＤＮＰＨ誘導体固層吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法 

・ 検知管法 

・ 定電位電解法 

  ・トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン 

※ 固層吸着／溶媒抽出法－ガスクロマトグラフ／質量分析法 

・ 固層吸着／加熱脱着法－ガスクロマトグラフ／質量分析法 

・ 容器採取－ガスクロマトグラフ／質量分析法 

・測定対象室及び個所数 

室名 箇所数 回数／時期 

普通教室、家庭科室、 

図工室 

４ヵ所 各１回／引渡前 

   

   

   

       

・空気資料の採取方法等 

  空気資料の採取方法等は、原則として厚生労働省から示されている「室内空気中 

化学物質の採取方法と測定方法」による。ただし、本工事に適用困難な部分につい 

ては、市担当者と協議による。なお、簡易な測定方法による場合は、採取した測定 

機器の特性等を考慮して、市担当者と協議の上、計画書に定める。 

 

４ 測定後の措置等 

  測定の結果、厚生労働省の指針値を上回った場合の措置は、市担当者の指示による。 

測定対象化学物質 厚生労働省の指針値（ ２５℃の場合） 

ホルムアルデヒド ０．０８ppm ( １００μg / ) 

アセトアルデヒド ０．０３ppm ( ４８μg / ) 

トルエン ０．０７ppm ( ２６０μg / ) 

キシレン ０．２０ppm ( ８７０μg / ) 

エチルベンゼン ０．８８ppm (３，８００μg / ) 

スチレン ０．０５ppm ( ２２０μg / ) 

パラジクロロベンゼン ０．０４ppm ( ２４０μg / ) 

 



・消防用設備等及び対象火気設備等は、消防法令等及び横浜市火災予防条例に適合する。　

・ガス機器の設置基準及び実務指針、またはガス機器防火性能評定品に従い設置する。

・消防用設備等は着工届及び設置届提出の際に再度審査とする。

・カーテン等は防炎物品を使用する。

図面
種類 図面枚数 図面番号

完成
年度

棟番号施設番号

A -

矢向小学校仮設校舎設置工事工事名

図面名称

設計者

年月日 縮尺

横浜市教育委員会事務局

A3： 仮設校舎建築概要・外部仕上表（参考図）2022.12 -

01

案内図

建物概要 軒高

延床面積

■設計概要（仮設物置）（一般事項は仮設校舎棟に準ずる）

構造概要

規模 階数 最高高さ

建築面積

扉

外壁

外部仕上 屋根

-

屋根裏表し

〇 有 　● 無

間仕切壁

内壁ふかし

天井

基礎形式

躯体 軽量鉄骨造

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ緊結

棟数1 設計GL＋2.355ｍ 設計GL＋2.210ｍ 2棟

●　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120（　●　金ｺﾞﾃ押え　　〇　刷毛引き　）

●　ｱﾙﾐ亜鉛合金めっき銅板(H12建告第1365号、H12建告第1400号)

注意事項：●印をつけたものを適用する。

　　W.M6φ-150x150、再生砕石 t=100、盛土

その他

-

(3.615×2.564)×2=18.54

●　ｱﾙﾐ亜鉛合金めっき銅板

●　ｱﾙﾐ亜鉛合金めっき銅板 t=0.8

※ﾖﾄﾞ物置ｴﾙﾓLMD(S)ｰ2536H型同等

・全ての室に室名札(差換え式)を設置。

・各室の床は必要に応じて補強する。備品類は床・壁等に固定し下地補強をする。必要に応じ転倒防止策を図る。

建物概要 軒高

延床面積

■設計概要（渡り廊下棟）（一般事項は仮設校舎棟に準ずる）

内部軸組

構造概要

規模 階数 最高高さ

建築面積

〇　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 H=88(ﾎﾞﾙﾄ式)、鉄骨下地

● 有 　〇 無

樋

板金

外壁

外部仕上 屋根

-

屋根裏表し

〇 有 　● 無

間仕切壁

積雪

内壁ふかし

床荷重

地耐力

天井

基礎形式

床

躯体 軽量鉄骨造（外ﾌﾞﾚｰｽ）

●　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ布基礎　　〇　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾀ基礎

1.875×4.540＋1.875×5.475＋1.875×2.590=23.63㎡

30　kN／㎡　（　●　長期　　〇　仮定　）

30cm（600N/㎡ ）

0.00㎡

-

屋根勾配1 設計GL＋3.965ｍ 設計GL＋3.765ｍ 1/90（片流れ）

庇

●　水切：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35　　●　ｹﾗﾊﾞ包み：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6

●　鉄部：錆止め塗装（JIS K 5621 2種）（F☆☆☆☆）1回塗り　見掛り部：ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装（F☆☆☆☆）塗装

〇　雨水浸透枡　　〇　手摺：両側　段 H=　(ｽﾛｰﾌﾟ部)●　軒樋：105φ/2(本体・庇)

●　竪樋：SU60φ(本体・庇)

●　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120（　●　金ｺﾞﾃ押え　　〇　刷毛引き　）

●　折板：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 H=161(ｷｬｯﾌﾟ式)、裏面：無機質高充填 ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸt=4貼(屋内部分のみ)

注意事項：●印をつけたものを適用する。

　　W.M6φ-150x150、再生砕石 t=100、盛土

その他

〇 有 　● 無 -

※使用する材料は全て石綿・クロルピリホスを含まないものとする。

●　軒先面戸：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35（換気面戸）

-

●　外壁ﾊﾟﾈﾙ（OSﾊﾟﾈﾙ）t=40、内側・外側）ｶﾗｰ鉄板 t=0.27、内部）ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ充填

建物概要

一般事項

建設地

工事名称

軒高

延床面積

外構工事

設備概要

■設計概要（仮設校舎棟）

内部軸組

構造概要

規模

地域指定 その他指定

契約区分

用途・仕様

階数 最高高さ

用途指定

防火指定

建築面積

・法第２８条の２の建築材料及び換気設備は政令で定める技術的基準に適合するものとする。

・内装材は下地・仕上共Ｆ☆☆☆☆又は規制対象外とする。天井裏等はＦ☆☆☆以上とする。

　接着剤・内部建具・キッチン・家具はＦ☆☆☆☆とする。

特記事項

工事項目

消火器

誘導標識

誘導灯

自火報

非常警報設備

屋内消火栓

避難器具

工事項目

給排水

給湯

ガス

衛生

換気

冷暖房

工事項目

受変電

幹線

動力

電灯ｺﾝｾﾝﾄ

弱電

非常用照明

電気設備 機械設備

別途 無 備考含む 備考 備考別途 無含む 別途 無含む

工事項目 別途 無 備考含む 工事項目 別途 無 備考含む 工事項目 別途 無 備考含む

舗装

花壇

植樹

門扉

ﾌｪﾝｽ

Ｕ字溝

縁石

駐車ｽﾍﾟｰｽ

●　床下換気口300x150

板金

外壁

外部仕上 屋根

鋼製階段　有効巾：1400　蹴上げ：160　踏面：260

手摺：●　両側1段（H=800 踊り場連続）　※転落防止措置はH=1,200以上とすること

軽鉄軸組　●　延焼の恐れのある部分(小屋裏まで立上げ)　　

●　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 H=88(ﾎﾞﾙﾄ式)、鉄骨下地

〇　壁ﾊﾟﾈﾙ（OSﾊﾟﾈﾙ）t=40、内側・外側）ｶﾗｰ鉄板 t=0.27、内部）ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ充填

〇　天井ﾊﾟﾈﾙ：ｶﾗｰ合板 t=2.5、鋼製野縁：LipH-75x90x15x2.0

●　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み t=50(24kg/m³品)（1・2階のみ）

●　ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上、ﾓﾙﾀﾙ補修程度

〇　鋼製踏み段　●　アルミ製手摺(H=800)

●　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100（●　金ｺﾞﾃ押え　　〇　刷毛引き（ｽﾛｰﾌﾟ部））

鋼製階段　有効巾：1400　蹴上げ：160　踏面：260

手摺：●　両側1段（H=800 踊り場連続）　　〇　片側　段（H=　、　）

ポーチ

● 有 　〇 無

屋外階段

●鋼製　〇木製

外巾木

庇

● 有 　〇 無

● 有 　〇 無

間仕切壁

積雪

内壁

床荷重

地耐力

天井

内部階段

基礎形式

1階床

躯体 軽量鉄骨造（ﾌﾞﾚｰｽ）

●　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造布基礎　　〇　H鋼基礎

●　合板 t=12、ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=30、石膏ボード t=9.5、ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t=1.6 EZ-50

〇　木杭＠900　　●　鋼製束

30　kN／㎡　（　●　長期　　〇　仮定　）

30cm（600N/㎡ ）

(1階)10.125×30.680＋2.7×7.275=330.27㎡

（床用）2300N/㎡（梁用）2100N/㎡（地震用）1100N/㎡

屋根勾配3 設計GL＋12.210ｍ 設計GL＋11.710ｍ 1/90（片流れ）

神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目8-1

矢向小学校仮設校舎賃貸借

〇　防火地域　　●　準防火地域　　〇　指定なし

第1種住居地域（60/200）

小学校　準耐火建築物ロ-2

第4種高度地区、緑化地域、法22条区域、日影(10mを超える建築物/4ｍ/4h/2.5h)

〇　本設　　●　仮設　　

その他

●　外壁ﾊﾟﾈﾙ（不燃ISﾊﾟﾈﾙ）t=35、内側・外側）ｶﾗｰ鉄板 t=0.5、内部）ﾎﾟﾘｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾌｫｰﾑ充填

●　水切：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35

〇　鼻隠し：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5（　〇　H=300　　〇　H=450　）

●　棟押え：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8、ｴﾌﾟﾛﾝ面戸：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5、止水面戸：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35

●　鉄部：錆止め塗装（JIS K 5621 2種）（F☆☆☆☆）1回塗り塗装

　　　●　塩ﾋﾞ製　　〇　鋼製

-

-

〇　EXP.J　　●　雨水浸透桝　　〇　ｺｰﾅｰ材(H1500程度)

●　見掛り部：ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装（F☆☆☆☆）

　　　　　●　その他（天井面まで）

〇　床ﾊﾟﾈﾙ（合板 t=12  根太：90x90/3@300）、大引：C-75x45x15x2.3@900

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

-

2、3階床

-

-

●　二重折板断熱工法（はたらき幅450）（屋根勾配：1/90）

　　上弦材：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 H=161、断熱材：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(10㎏/m³品 t=100)、

　　下弦材：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 H=161

●　防湿ﾌｨﾙﾑ t=0.075

〇　再生砕石 t=100、盛土

〇　壁ﾊﾟﾈﾙ（普通ISﾊﾟﾈﾙ）t=22、内側・外側）ｶﾗｰ鉄板 t=0.35、内部）ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ充填

●　軽鉄軸組（　●　防火上主要な間仕切り壁(小屋裏まで)　　●　その他　）

●　軽鉄野縁

-

-

〇　合板 t=12、木製下地

●　軒先面戸：●　二重折板用 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35（普通面戸）

　　　　　　　〇　ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35（換気面戸）

-

-

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH=1800 -

-

-

-

-

都市ガス

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

自火報に含む

-

-

-

●　合板 t=12、 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=40、ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t=1.6 EZ-50、大引：C-75x45x15x2.3@900

-

消防設備：小学校　別表(7)項　(各階無窓階)

　　　〇　塩ﾋﾞ製　　●　鋼製

景観計画区域

注意事項：●印をつけたものを適用する。

● 有 　〇 無

● 有 　〇 無

〇　折板葺き：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 H=161(ｷｬｯﾌﾟ式)ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ

〇　外壁ﾊﾟﾈﾙ（OSﾊﾟﾈﾙ）t=40、内側・外側）ｶﾗｰ鉄板 t=0.27、内部）ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ充填

●　軒樋：105φ/2(本体・庇)

●　竪樋：SU60φ(本体・庇)　●養生管

樋

● 有 　〇 無●　軒先見切り：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.35

-

　　W.M6φ-150x150、再生砕石 t=100

-

-

●　ｹﾗﾊﾞ包み：●　二重折板用 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6　　〇　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6

-

　　(告示1358号)

-

・使用建築材料はすべてノンアスベスト製品とする。

　特に化粧ｹｲｶﾙ板、化粧ﾌﾚｷ、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ等を使用する際は、必ず製品情報を確認の上使用する事とする。

(2階)10.125×30.680=310.63㎡

(3階)10.125×30.680=310.63㎡

[仮設校舎合計]951.53㎡

(仮設校舎)10.125×30.680＋2.7×7.275=330.27㎡

(屋外階段)3.675×6.900=25.35㎡

[仮設校舎合計]355.62㎡

(3.615×2.564)×2=18.54

・エアコンの室外機には防護ﾈｯﾄを設置｡

・校舎内外、各位部位に安全対策を十分に講じる。

・衝突のおそれのある部分や鋭角部はｺﾞﾑｶﾊﾞｰ等で保護する｡（H=1,500程度まで）

横浜市鶴見区矢向三丁目８-１

尻手駅

至 矢向駅至 新川崎駅

至 横浜駅

新鶴見公園

新鶴見小学校

(m)0 50 100
S=1/6000

良忠寺

　　裏面：無機質高充填 ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸt=4貼(屋内部分のみ)

既存工作物撤去 複合遊具・砂場・鉄棒（一部残置）

(参考)

(参考)

(参考)

(参考)

(参考)

(参考)

●　窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16（延焼のおそれのある部分）（鋼製胴縁）



マンホール

L型側溝

U型側溝

ハンドホール

基準点

標識

境界標

階段

下水

仕切弁

スプリンクラー

大矢石ブロック

コンクリート舗装

門扉

コンクリートタタキ

アスファルト舗装

止水栓

現況凡例

消火栓

電柱

鉄柵

フェンス

コンクリ－トウォール

電話柱

レンガブロック

インターロッキング舗装

タイル舗装

ダスト舗装

コンクリート平板舗装

街灯

NTT

ガス栓

室外機

散水栓

図面
種類 図面枚数 図面番号

完成
年度

棟番号施設番号

A -

矢向小学校仮設校舎設置工事工事名

図面名称

設計者

年月日 縮尺

横浜市教育委員会事務局

A3： 配置図（参考図）2022.12 1/500
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***

凡　例

特記事項

・仮囲い・交通誘導員の配置は参考とし、横浜市・学校関係者と
　協議の上詳細な位置を決定する 

設計GLからの計画地盤面の高さを示す(mm)

・大型車両搬出入時は交通誘導員を2名体制とし、学校関係者と

仮囲い(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ H=3m)

　協議の上詳細な位置を決定する 

敷き鉄板 t22

仮囲い(B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m)

交通誘導員

工事車両出入口

ガス給湯器

産業廃棄物保管場所

立水栓

ガス給湯器

ガスメーター

ガスメーター

ガスメーター
掲揚ポール

KBM.3 H=3.624

花壇

3.54

物置

KBM.A H=2.941

引込柱

LH

3.61

KBM.C H=3.131

ガス給湯器

KBM.1 H=3.600
洗い場

記念碑

KBM.D H=2.965

3.51

ガス給湯器

KBM.B H=3.547

給水装置

３棟

２棟

渡り廊下

▼

30
67
5

10125 8542.5

5845

54
50 24
65

18
75

11
10

仮設校舎
建築面積：約360㎡
延床面積：約950㎡
最高高さ：約12.2ｍ
水下軒高：約11.7ｍ

仮設渡り廊下
建築面積：約24㎡
最高高さ：約4.0ｍ
水下軒高：約3.8ｍ

▼想定隣棟中心線

▼想定延焼ライン(3ｍ)

▼想定延焼ライン(5ｍ)

3000

5000

▼

仮設物置(2台)
建築面積：約20㎡
最高高さ：約2.4ｍ
最高軒高：約2.2ｍ

既存鉄棒
一部撤去

既存鉄棒
一部撤去

飼育小屋・フェンス撤去（別途工事）

複合遊具撤去

砂場撤去

（↓ 交差点側）

±0

▼



図面
種類 図面枚数 図面番号

完成
年度

棟番号施設番号

A -

矢向小学校仮設校舎設置工事工事名

図面名称

設計者

年月日 縮尺

横浜市教育委員会事務局

A3： 内部仕上表（参考図）2022.12 -

03

ＮＭ-３５２２

ＮＭ-９６３９

ＮＭ-０４４１

ＮＭ-８６１９

ＱＭ-０８９８

ＱＭ-０５２４

ＱＭ-９８２８

マスチック塗材

●　けい酸カルシウム板t=5～15

●　耐水石膏ボードt=12.5～25

〇　積層石膏ボードt=9.5

〇　耐水石膏ボードt=9.5～15

〇　石膏ボードt=9.5

●　化粧石膏ボードt=9.5(天井用)

●　石膏ボードt=12.5～25

■建築材料の種別（シックハウス対策）

　Ｆ☆☆ ・・第二種ホルムアルデヒド発散建築材料

　告示対象外

　Ｆ☆☆☆

・・規制対象外

・・第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　Ｆ☆☆☆☆

下地共不燃材料

不燃材料

難燃材料

準不燃材料

下地共準不燃材料
ＣＬ

ＦＥ

ＳＯＰ

アクリル樹脂系非水分散形塗装塗り

合成樹脂調合ペイント

クリアラッカー

フタル酸樹脂エナメル

つや有合成樹脂エマルションペイント

2液形ポリウレタンエナメル

常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル

ＥＰ－Ｇ

②-ＵＥ

②-ＦＵＥ

ＥＰ

ＥＰ-Ｔ

①－ＵＣ、②-ＵＣ

ＯＳ オイルステイン

合成樹脂エマルションペイント

合成樹脂エマルション模様塗料

ウレタン樹脂ワニス

不

不

準

準

難
ＮＭ-１８６４●　化粧石膏ボードt=9.5(天井用)

ＮＭ-０１２８●　化粧石膏ボードt=12.5(壁用)

■不燃・準不燃認定番号　　　　　注意事項：●印をつけたものを適用とし同等品とする。 ■内装制限

○合板、パーティクルボードは、Ｆ☆☆☆☆以上とする

○全て同等品とし完了検査時に認定書･出荷証明書等を提出する

○下地、天井裏等の合板類は、Ｆ☆☆☆以上とする

○壁紙及び接着剤は、Ｆ☆☆☆☆とする

ＱＭ-９８２４●　化粧石膏ボードt=9.5(壁用)

ＮＭ-８６１５●　強化石膏ボードt=12.5～25

ＮＭ-１４９８〇　強化耐水石膏ボードt=9.5～21

■塗装凡例

NM-０８７９〇　化粧石膏吸音ボードt=9.5(1.5x3版)

NM-４２４４（１）〇　化粧石膏吸音ボードt=9.5(3x3版)

■内部仕上表

消費生活用製品安全法特定保守製品は「特定保守品」を記入

家具・設備機器等、建具・収納部分等　はＦ☆☆☆☆とする内装制限 廻縁
天井高

高　さ

仕　上

下　地

床高
巾木

仕　上

床 壁 天　井
備品類

階

室名

下　地

仕　上

下　地

仕　上 （ｍ）
室

居
室

該当○

（ＦＬ～）

消費生活用製品安全法特定保守製品は「特定保守品」を記入

家具・設備機器等、建具・収納部分等　はＦ☆☆☆☆とする内装制限 廻縁
天井高

高　さ

仕　上

下　地

床高
巾木

仕　上

床 壁 天　井
備品類

階

室名

下　地

仕　上

下　地

仕　上 （ｍ）（ＦＬ～）
室

居
室

該当○

1階

普通教室1
同上 同上

ＮＭ-４２２７●　化粧けい酸カルシウム板t=6

※各室共通：時計用ﾌｯｸ、室名札

※トイレの手洗いは自動水栓、小便器は自動でもプッシュ式でもどちらでも可

※洋便器は普通便座、紙巻き器は2連

2階

3階

共通

同上

同上

洋便器3、紙巻き器3

手洗器(自動水栓)3、洗面ｻﾎﾟｰﾄ手摺1、鏡3、小便器3、小便器手摺1、SK

洋便器5、紙巻き器5

手洗器(自動水栓)4、洗面ｻﾎﾟｰﾄ手摺1、鏡4、SK

換気、給水、排水

換気、給水、排水

吊りカーテン(レール共)

空調、換気、給気

-

-

移動式ホワイトボード1

空調、換気、給気、給水、排水

-

-

昇降口
±0 2.930

下足入れ(G-1291) 5台、傘立 5台

塩ビ製

ｿﾌﾄ巾木

H=100

1階廊下
同上 同上

手洗い器：全槽シンク3栓×2

同上

同上

倉庫1
同上 同上 同上

同上

倉庫2
同上 同上

-

同上

同上

男子トイレ
同上 同上 同上

同上

-

女子トイレ
同上 同上 同上

同上

家庭科室 - 同上

同上

同上 同上

-

空調、換気、給気、給水、排水、ガス

2階廊下
±0 2.970

-

塩ビ製

ｿﾌﾄ巾木

H=100-

手洗い器：全槽シンク3栓×2

-

-

-

-

-

-

図画工作室
同上 同上

同上

同上-

3階廊下

-

-

手洗い器：全槽シンク3栓×2

同上

同上

同上同上

普通教室2
同上 同上

同上

同上

吊りカーテン(レール共)

空調、換気、給気

-

-
-

普通教室3
同上 同上

同上

同上

空調、換気、給気

-

-
-

普通教室4
同上 同上

同上

同上

空調、換気、給気

-

-
-

階段室

-

-

-

同上

同上

同上10.590
放課後ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ室 - 同上

同上

同上 同上

調理台撤去(8台)、収納戸棚撤去(6台)

空調、換気、給気、給水、排水、ガス

(将来改修)

床補修、ランドセルロッカー新設(3台)

(車イス対応)洋便器1、L型手摺1、紙巻器1

(車イス対応)洋便器1、L型手摺1、紙巻器1

吊りカーテン(レール共)

吊りカーテン(レール共)

※火気使用(IH含む)で離隔距離の取れない部分は、鋼製下地の上 石膏ボードt12.5+不燃材料仕上げとする
※火気使用(IH含む)は横浜市火災予防条例第4条の4に準じて施工する
※間仕切壁の下地は、特記なき限り軽量鋼製下地材（LGS）とする

-



図面
種類 図面枚数 図面番号

完成
年度

棟番号施設番号

A -

矢向小学校仮設校舎設置工事工事名

図面名称

設計者

年月日 縮尺

横浜市教育委員会事務局

A3： 平面図（参考図）2022.12 1/200

04

倉庫1

出入口

13.09㎡

36
40

30
68
0

1階平面図

28507275

10125

X1

24h

：換気扇(壁面)

：給気口(壁面)

：24時間換気を示す24h

■凡例

：114条区画を示す

竪樋SU60φ

CH=293018
00

36
00

18
04
0

24h

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

男子トイレ
26.19㎡
CH=2930

女子トイレ
26.19㎡
CH=2930

家庭科室
131.22㎡
CH=2930

28507275

10125

2階平面図

24h

普通教室1
65.47㎡
CH=2970

図画工作室
131.22㎡
CH=2970

UP

3階平面図

UP

普通教室2
65.47㎡
CH=2970

普通教室3
65.47㎡
CH=2970

普通教室4
65.74㎡
CH=2970

1階廊下

36
00

CH=2930

3675

375 3300

86
70

17
70

69
00

倉庫2
9.82㎡
CH=2930

72
80

36
40

36
40

14
73
0

2700

X3

昇降口
CH=2930

竪樋SU60φ

竪樋SU60φ

既存建築物

竪樋SU60φ

竪樋SU60φ

▼延焼ライン

▼延焼ライン ▼延焼ライン

竪樋SU60φ

竪樋SU60φ

24h

24h

24h

12825

24h

24h

24h

24h

24h

24h

2階廊下
CH=2970

3階廊下
CH=2970

竪樋SU60φ

竪樋SU60φ

竪樋SU60φ

竪樋SU60φ

竪樋SU60φ

竪樋SU60φ

竪樋SU60φ

4540

940

2590

36
00

18
75

1/90
屋根勾配

：設計GLからの高さを示す＋000

＋460

＋440

＋440

＋460

＋440

±0

±0

±0

±0

±0

：防火構造を示す

出
入
口

60
0
庇
の
出

上部庇 庇

15
00

出
入
口

竪樋SU60φ

上部庇

出
入
口

出
入
口

B

B

B

B

B

B

A A A A A A

885
庇の出

X2

18
75

庇

：ブレース(M20)

：ブレース(M12)

：ブレース(M18)

：2段ブレース(M12)

アルミ製手摺

アルミ製手摺

1875

54
75

全
槽
ｼﾝ
ｸ3
栓
×
2

UP UP

DNDN

UP

DNDN

吊りカーテン 吊りカーテン

吊りカーテン

吊りカーテン

(ス
ト
ッ
パ
ー
付
き
)

(ス
ト
ッ
パ
ー
付
き
) 既存鉄棒

※特記なき限り、横浜市小・中学校標準図に従いG備品、I備品を設置する
※トイレを除く室の外壁開口部は全てカーテン設置とする

空
調
室
外
機

：防火設備防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

X1 X2

36
40

30
68
0

28507275

10125
X1

90
00

18
04
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

28507275

10125 3675

375 3300

86
70

17
70

69
00

60
0
庇
の
出

885
庇の出

X2

X1 X2

36
40

30
68
0

28507275

10125
X1

90
00

90
40

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

28507275

10125 3675

375 3300

86
70

17
70

69
00

60
0
庇
の
出

350
軒出

X2

X1 X2

90
00

350
軒出

全
槽
ｼﾝ
ｸ3
栓
×
2

全
槽
ｼﾝ
ｸ3
栓
×
2

備　　品 Ｗ　　　Ｄ　　　Ｈ数No

1

2

4

3

5

7

6

8

9

11

12

10

備　考

普　通　教　室　　備　品　リ　ス　ト

×1,900 ×児童用ロッカー

机

1,2003,600 × G-630曲面黒板 1

× 7401,760 × 400 G-480観察台 2

G-520

×1,3501,525 × 400

××450 1,700400
G-510B

2 G-510A

椅子 40

工事 教育

工事区分

室名札

1

持出しタイプ I-204A

換気扇枠

K-301

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

I-205

1児童用ロッカー

掃除用具入

1,350400

1

1

2可動フック

教師用戸棚

教卓 K-101

K-301

○1

1

40

×2,0001,200 × 450 G-410

○

13 ○

図示による

K-104チリ箱 1 図示表記なし

K-102教師用丸椅子 1

○14

備　　品 Ｗ　　　Ｄ　　　Ｈ数No

昇　降　口　　備　品　リ　ス　ト

工事 教育

工事区分

備　考

下足入 ○5

傘立 ○5

G-1291

K-105C

×1,6301,350 × 3001

2

1

2

1

1

1 1

2 x5

テレビ
・テレビ台

給
食
台



図面
種類 図面枚数 図面番号

完成
年度

棟番号施設番号

A -

矢向小学校仮設校舎設置工事工事名

図面名称

設計者

年月日 縮尺

横浜市教育委員会事務局

A3： 平面図詳細図（参考図）2022.12 1/100

05

家庭科室平面図 放課後キッズクラブ室(改修後) 図画工作室平面図

収納戸棚撤去
ﾗﾝﾄﾞｾﾙﾛｯｶｰ(新設)

※特記なき限り、横浜市小・中学校標準図の通り、G備品、I備品を設置する

30
68
0

18
04
0

Y1

Y2

Y3

家庭科室
131.22㎡
CH=2930

7275

図画工作室
131.22㎡
CH=2970

2階廊下
CH=2970

出
入
口

X1

30
68
0

18
04
0

28507275

Y1

Y2

Y3

X1 X2

30
68
0

18
04
0

Y1

Y2

Y3

(将来改修)
131.22㎡
CH=2930

7275

出
入
口

X1

放課後キッズクラブ

床補修範囲



図面
種類 図面枚数 図面番号

完成
年度

棟番号施設番号

A -

矢向小学校仮設校舎設置工事工事名

図面名称

設計者

年月日 縮尺

横浜市教育委員会事務局

A3： 断面図（参考図）2022.12 1/200

06

240240

30680

(長尺天端)

37
80

12
21
0

38
40

設計ＧＬ

36
30

11
71
0

46
0

1FL

50
0

(長尺天端)
2FL

(長尺天端)
3FL

水下軒高

最高高さ

軒出軒出

B-B断面図

家庭科室 女子トイレ

普通教室1

普通教室4 普通教室3 普通教室2

CH
=2
93
0

45
8

CH
=2
97
0

CH
=2
97
0

Y5Y1 Y2 Y3 Y4

階段室

男子トイレ 倉庫1

図工室

3640900090009040

18040 3600 3600 1800

A-A断面図

10125

1/90
屋根勾配

350
軒出

350
軒出

(長尺天端)

37
80

12
21
0

38
40

設計ＧＬ

36
30

11
71
0

46
0

1FL

50
0

(長尺天端)
2FL

(長尺天端)
3FL

水下軒高

最高高さ

家庭科室

図工室

普通教室3

90
0

CH
=2
93
0

CH
=2
97
0

CH
=2
97
0

90
0

CH
=2
93
0

45
8

CH
=2
97
0

CH
=2
97
0

12
00

12
70
50
0

12
00

12
70
50
0

X1

28507275

12
00

12
70
50
0

12
00

12
70
50
0

12
70
76
0

12
70
76
0

885
庇の出

X2

114条区画を示す

凡　　例



図面
種類 図面枚数 図面番号

完成
年度

棟番号施設番号

A -

矢向小学校仮設校舎設置工事工事名

図面名称

設計者

年月日 縮尺

横浜市教育委員会事務局

A3： 矩計図（参考図）2022.12 1/60

07

矩形図(X0、Y0～Y1間)

1800

通芯

46
0

29
30

29
70

37
80

12
21
0

85
0

38
40

設計ＧＬ

66
0

36
30

29
70

87
0

1CH

2CH

3CH

1FL

水下軒高

最高高さ

2FL

3FL

50
0

CH
=2
93
0

12
00

H=
17
20

50

CH
=2
97
0

CH
=2
97
0

ﾌﾞﾚｽ

外壁：窯業系サイディング t=16

鋼製胴縁(通気工法)

外壁ﾊﾟﾈﾙ（不燃ISﾊﾟﾈﾙ）t=35

内側・外側）ｶﾗｰ鉄板 t=0.5

内部）ﾎﾟﾘｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾌｫｰﾑ充填

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2

下地）ﾗﾜﾝ合板 t=4

合板 t=12

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=40
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t=1.6 EZ-50

大引：C-75x45x15x2.3@900

鋼製束＠900

防湿ﾌｨﾙﾑ t=0.075

内壁：化粧PBt=12.5
PBt=12.5

下地）LGS

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2

下地）ﾗﾜﾝ合板 t=4

合板 t=12

ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=30

石膏ボードt=9.5

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t=1.6 EZ-50

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2

下地）ﾗﾜﾝ合板 t=4

合板 t=12
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=30

石膏ボードt=9.5
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t=1.6 EZ-50

屋根：二重折板断熱工法

　上弦材：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 H=161

　断熱材：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(10㎏/m³品 t=100)

　下弦材：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 H=161

天井：化粧PBt=9.5

　　　強化PBt=12.5

下地）軽鉄野縁

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み t=50(24kg/m³品)

天井：化粧PBt=9.5

　　　強化PBt=12.5

下地）軽鉄野縁

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み t=50(24kg/m³品)

天井：化粧PBt=9.5

　　　強化PBt=12.5

下地）軽鉄野縁

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み t=50(24kg/m³品)

87
0

85
0

12
00

50
0

H=
12
70

ﾌﾞﾚｽ

家庭科室

図工室

普通教室4
35
0
11
0

基礎天端

内壁：化粧PBt=12.5
PBt=12.5

下地）LGS

内壁：化粧PBt=12.5
PBt=12.5

下地）LGS

90
0

17
20

31
0

鉄筋コンクリート布基礎



■準耐火リスト（種別：ロ-2　3階建）

部位

設計基準

姿図

認定番号など NM-8697

屋根

不燃材料

NM-4441-1　NM-4441-2

外壁

準不燃材料

告示第1358号第3項三号イ(1)、ロ(3)

2階床、3階床

準不燃材料かつ、準耐火構造

告示第1400号

柱・梁

不燃材料

告示第1400号

階段

不燃材料および準不燃材料

50

柱：鉄造

梁：鉄造

階段：鉄造

外側

内側

告示第1358号第1項一号ハ(1)(ⅱ)

その他(114条区画)

準耐火構造

下地：鋼製

片面強PBt=21+21

部位

設計基準

姿図

認定番号など 告示第1358号第1項一号ハ(1)(ⅱ)

竪穴区画

準耐火構造

両面PBt=15

告示第1358号第1項三号ハ(6)

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ

準耐火構造

FP060NP-0007同等仕様

竪穴区画

準耐火構造

13
1
30

16
1

450

13
2.
9

折板葺き：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6

外壁ﾊﾟﾈﾙ（不燃ISﾊﾟﾈﾙ）t=35
内側・外側）ｶﾗｰ鉄板 t=0.5（JIS G 3322）
内部）ﾎﾟﾘｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾌｫｰﾑ充填

強PBt=12.5＋GWt=50(24kg品)

床面側

天井側

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ
EZ50 t=1.6(メッキ仕上げ)
＋PBt=9.5

9.
5

50
12
.5

260

16
0

下地：鋼製

外側

内側

外壁ﾊﾟﾈﾙ（耐火ISﾊﾟﾈﾙ）t=35
内側・外側）ｶﾗｰ鉄板 t=0.5（JIS G 3322）
内部）ﾛｯｸｳｰﾙ充填 t=34 

竪穴区画

PBt=15

両面PBt=15

下地：鋼製

900以上

NM-8697　NM-4634

屋根

不燃材料

450

折板葺き：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6

13
1
30

16
1

無機質高充填 ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸt=4貼同等品

告示第1358号第3項三号イ(1)、ロ(3)

竪穴区画（階段下倉庫部）

準耐火構造

階段：鉄造

260

16
0

C.PL-4.5
＋PBt=9.5

床面側

天井側
強PBt=12.5＋GWt=50(24kg品)

50
12
.5

図面
種類 図面枚数 図面番号

完成
年度

棟番号施設番号

A -

矢向小学校仮設校舎設置工事工事名

図面名称

設計者

年月日 縮尺

横浜市教育委員会事務局

A3： 耐火リスト（参考図）2022.12 1/30
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01202103
テキストボックス
参考図



01202103
テキストボックス
参考図
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01202103
テキストボックス
参考図



01202103
テキストボックス
参考図



01202103
テキストボックス
参考図



01202103
テキストボックス
参考図



01202103
テキストボックス
参考図



01202103
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参考図



01202103
テキストボックス
参考図



01202103
テキストボックス
参考図



01202103
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01202103
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参考図
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名 称 傘立て

教育委員会施設部教育施設課

記号 名　称

①

材　質、　加　工

K-105C

水受皿

フレーム

図面側図面正

２

平面図

５
４

０
－

５
５

０
３

１
０

－
３

２
０

４０本立とする

角パイプ１.６×２５×２５塗装

個数

打ち込みアジャスター

Φ８丸棒塗装

１式

１６

１

４

②

③

④ 樹脂製

仕切棒

亜鉛板

底補強

３

１

１

１

１

４

塞ぎキャップ ４⑤ 樹脂製

５
８２０ー８５０　 ３１０－３２０

８２０ー８５０　

01201272
テキストボックス
参考図
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